
斜里町水道事業経営戦略（概要版）（令和８年度～令和１７年度）

水道事業の概要
本町における水道事業は、市街地区を対象とした上水道と、ウトロ地区を対象とした簡易水道の二系統で構成

されています。上水道事業については、昭和35年に最初の事業認可を受けて事業を開始し、昭和37年に供用を開
始しました。一方、簡易水道事業については、昭和39年に事業認可を受けて事業を開始し、昭和40年に供用を開
始しています。

現状分析
収益性：経常収支の赤字が継続し累積欠損金も高水準であることから、収益基盤は脆弱な状況にあります。とり

わけ料金回収率の低さが構造的な課題となっており、収益性の改善が不可欠です。
安全性：短期的な支払能力は確保されていますが、流動比率は類似団体を下回り、前年度から大きく低下してい

るため、資金状況等を注視していく必要があります。また、建設改良の財源を企業債に大きく依存して
きた結果、債務水準は高止まりしており、人口減少や金利上昇を踏まえると財務リスクへの対応が必要
です。

効率性：災害等に対する備えや観光需要の変動への対応として、一定程度の配水能力を確保しているため、施設
利用率は低い状況にあります。

施設の老朽度：有形固定資産減価償却率は、全国平均や類似団体と同水準となっていますが、更新率が低いため、
将来負担を見据えた計画的投資が重要です。

将来の事業環境
給水人口：令和7年度の見込値が8,779人であるのに対して、令和37年度の予測値は5,472人となり、30年間で約

38%減少する予測結果となっています。

有収水量：令和7年度の見込値が1,364,309㎥であるのに対して、令和37年度の予測値は860,678㎥となり、30年間
で約37%減少する予測結果となっています。

料金収入：現行の料金水準を前提とした場合、令和7年度の見込値が244,527千円であるのに対して、令和37年度
の予測値は156,128千円となり、減少率は約36%を想定しています。令和9年度に20%、令和13年度に
15%の改定を実施した場合、料金収入は310,063千円まで増加する見込みです。また、令和37年度の予
測値は215,457千円となり、令和7年度の見込値に対して、約12％の減少を想定しています。

【参考】現行の料金水準を維持した場合と令和9年度に20%、令和13年度に15%の改定を実施した場合の収支見通し
料金改定を実施しなかった場合、赤字が継続し、累積欠損金は令和17年度に717,631千円に達します。
令和9年度に20%、令和13年度に15%の改定を実施した場合、単年の収支はおおむね黒字を維持し、累積欠損金は

116,475千円まで縮減できる見込みです。
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投資目標：経営方針である「安定した水道事業の継続」を実現するため、以下の目標を設定します。

主な建設改良投資：投資目標を達成するため、以下の投資を予定します。

収支目標：良好な収支状況を保ち、投資財源や運転資金を確保していくため、以下の目標を設定します。

斜里町水道事業経営戦略（概要版）（令和８年度～令和１７年度）

経営の基本方針

投資・財政計画
計画期間内に2回の料金改定を見込み、単年収支の黒字化と累積欠損金の縮減を目指します。建設改良費につい

ては、浄水場の機械・電気設備更新や老朽管更新など、10年間で1,792,920千円を予定しています。

投資目標・収支目標

事後検証・改定

経営戦略に掲げた施策と事業計画の着実な実施のため、PDCAサイクルによって毎年度の進捗管理と5年後の計
画の見直しを行います。
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